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第 ９ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２３年９月２２日（木）午前１０時００分 

 

場      所  津市芸濃庁舎２階 中会議室３・４ 

 

出 席 部 会 委 員  2 野田
の だ

 久
ひさ

忠
ただ

・4 眞
ま

弓
ゆみ

 純一
すみかず

・5 赤塚
あかつか

 薫
かおる

・6 青木
あ お き

 正司
しょうじ

 

7 伊藤
い と う

 征一
せいいち

・11 後藤
ご と う

 勝
かつ

・13 阪
さか

 芳一
よしいち

・17 牧野
ま き の

 礼
れい

吉
きち

 

18 増地
ま す じ

 和久
かずひさ

・19 村
むら

治
じ

 隆史
た か し

・23 清水
し み ず

 清
きよし

・24 中林
なかばやし

 長一
ちょういち

 

41 西口
にしぐち

 正國
まさくに

・47 田中
た な か

 千
かず

福
よし

 

 

                                    以上１４名 

                                          

欠 席 委 員  3 太田
お お た

 義
よし

政
まさ

・ 9 奥山
おくやま

 正夫
ま さ お

・14 清水
し み ず

 文
ぶん

兵衛
べ え

 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・西田調整担当副参事・長谷川担当副主幹 

 

総 合 支 所  河芸：服部主査 美里：山川担当主幹 安濃：紀平主査 

          芸濃：後藤副主幹  

 

議 事 録 署 名 者  11 後藤
ご と う

 勝
かつ

 ・ 23 清水
し み ず

 清
きよし

 

 

事      項 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

報告第４号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第５号  農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 
 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（県許可・所有権移転） 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・賃貸借権） 

議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・賃貸借権） 

議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・使用貸借） 

議案第８号 非農地証明願について 

議案第９号 特定農地貸付承認申請について（農業委員会承認） 
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議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定

について＜別冊＞ 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   昨日開催予定でしたが急遽天候の関係で、今日に変更させていただきました。

えらい申しわけございませんでした。どうぞよろしくお願いいたします。それ

では、第９回第１農地部会を開会させていただきます。 

       それでは、今日の欠席者は太田委員と奥山委員、清水文兵衛委員の３名でご 

ざいます。なお、出席は１４名で、本会は成立いたします。 

       次に、議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

      １１番 後藤委員、２３番 清水 清委員、よろしくお願いいたします。 

       それでは、まず初めに、会長の専決等の報告事項に入ります。報告第１号か

ら第５号まで件数及び合計面積につきまして、事務局から一括して報告を願い

いたします。事務局よろしくお願いします。 

 

事 務 局   それでは、第９回農地部会議案書の１ページをお願いします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       今月は、件数としまして合計２件、面積として４，５６２㎡で田でございま

す。解約後は、所有権移転が１件、再設定が１件でございます。 

       ２ページから３ページをお願いします。 

       報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出についてでございま

す。 

       これにつきましては、相続の届出によるものでございまして、件数といたし

ましては６件、面積として９，３３７㎡、内訳としましては、田が７，９７６

㎡、畑が１，３６１㎡でございます。 

       ４ページをお願いをいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでござい

ます。 

       件数といたしましては３件、面積として１，８２０㎡で畑でございます。内

容としましては、一般個人住宅用地等が２件８６３㎡、貸駐車場用地が１件９

５７㎡でございます。 

       ５ページお願いをいたします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

       件数といたしましては３件、面積として６２４㎡で畑でございます。内容と

しましては、物置用地が１件２０２㎡、宅地の敷地拡大が１件３７３㎡、資材

置場用地が１件４９㎡でございます。 

       ６ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

       件数といたしましては１件、面積として２５５㎡で田でございます。内容と

しましては、一般個人住宅用地が１件２５５㎡でございます。 

       以上で、報告を終わります。よろしくお願いをいたします。 
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議  長   はい、どうも。これは、報告案件ですのでよろしくお願いいたします。 

       続きまして、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（県許可・所有権

移転） 

       事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   はい、７ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（県許可・所有権

移転）でございます。 

       番号１、地区 雲出、受人     、経営面積 ０㎡、渡人     、

申請地 雲出伊倉津町高峰新田    番、台帳地目・現況地目とも田、現況

面積 １，２５４㎡、外１筆、合計面積 ６，８６３㎡で、田が１，２５４㎡、

畑が５，６０９㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人と受人は親子関係でございまして、渡人である 

   は、高齢となり、農地の経営移譲を受人であります    に譲り渡し

をしていこうとするものでございます。 

       この議案につきましては、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許

可要件は満たしているものでございます。 

       以上、件数といたしましては１件、面積として６，８６３㎡、内訳といたし

まして、田が１，２５４㎡、畑が５，６０９㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。地元委員さん

のご意見を伺います。よろしくお願いします。雲出。 

 

後藤委員   雲出の奥山君がちょっと出席ができないもので、ひとつ香良洲で頼みますと

いうことで連絡をもらいましたので。現場も皆確認も行きましたけど、今事務

局が言われたように、親子関係でございまして、何ら問題はありませんので、

よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。地元委員さんからは、異議のない旨の発言

がございました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第１号につ

いては三重県知事に進達することに決定いたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転） 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ８ページをお願いします。 

      議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・ 

      所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 大里、受人     、経営面積 ５，７９５㎡、渡人  

   、申請地 大里野田町若林    番、台帳地目 雑種地・現況地目 畑、
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現況面積 ３２㎡、外１筆、合計面積 ４３７㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人である    は、相手方の要望によりまして、

申請地が自己所有地の隣接地であり耕作利便のため、譲り受けを希望する受人

である    に譲り渡しをしようとするものでございます。 

       番号２、地区 黒田、受人     、経営面積 １０，８４４㎡、渡人  

   、申請地 河芸町高佐五石縄    番、台帳地目・現況地目とも田、

現況面積 ２，２０２㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人である    は、営農縮小のため、営農拡大を

希望する受人である    に譲り渡ししようとするものでございます。 

       番号３、地区 明合、受人     、経営面積 ３，３９７㎡、渡人  

   、申請地 安濃町大塚西山    番、台帳地目・現況地目とも畑、現

況面積 ２８４㎡でございます。 

       これにつきましては、渡人である    は、親の死亡により農地の維持管

理が難しく労力不足のため、営農拡大を希望する受人である    に譲り渡

ししようとするものでございます。なお、下限面積の関係につきましては、次

の９ページの議案第３号と関連して満たしているものでございます。 

       以上、番号１から３までは、議案書にございますとおり、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件を満たしているものでございます。 

       以上、件数といたしましては３件、面積として２，９２３㎡、内訳といたし

まして、田が２，２０２㎡、畑が６８９㎡、ほかが３２㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明が終わりました。地元委員さん

のご意見を伺います。 

       １番大里、私です。この件につきましては、何ら問題なかろうと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

       ２番、黒田。 

 

阪 委員   １３番 阪。これ、現場見た結果、自分も特に問題はないと認めております

んで、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ３番 明合。 

 

中林委員   ２４番 中林。ただいま事務局から説明がありましたとおり、下限面積につ

きましては、次の議題で出てまいります賃貸借との関係がありまして、要件を

満たしておりますので問題ないと思います。許可することにつきまして、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは、異議のない旨の発言がござい

ました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。議案第２号については、許可することに決定

いたします。 

       議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許
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可・賃貸借権） 

       事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   ９ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 明合、借り人     、経営面積 ３，３９７㎡、貸し

人     、申請地 安濃町大塚長谷地    番、台帳地目・現況地目と

も田、現況面積 ２，３２２㎡でございます。 

       これにつきましては、先ほどの８ページの議案第２号の番号３と関連しまし

て、貸し人である    は、親の死亡によりまして、農地の維持管理が難し

く労力不足のため、営農拡大を希望する借り人である    に賃貸借をしよ

うとするものでございます。なお、先ほどの８ページの議案第２号の下限面積

は、本議案と関連するものでございます。 

       以上、件数といたしましては１件、面積として２，３２２㎡で田でございま

す。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さんから

の意見を伺いします。よろしくお願いします。 

 

中林委員   ２４番 中林。ただいま事務局より詳細な説明がありましたとおり、借り人

であります    は、非常に農業に熱心な方でございまして、貸し人のほう

は労力不足ということで、許可のほうをよろしくお願いいたします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第３号については

許可することに決定いたします。 

       次に、議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可） 

       事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １０ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

       番号１、地区 安東、申請者     、申請地 長岡町宮之前    番、

台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 ４３７㎡。農地は第２種農地でござい

ます。 

       これにつきましては、この後の１２ページの議案第６号の番号１及び１３ペ

ージの議案第７号の番号１と関連しますが、申請地をコンビニエンスストアの

来客及び従業員駐車場用地として利用しようとするものでございます。 

       番号２、地区 高野尾、申請者     、申請地 高野尾町下り町 
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    番、台帳地目・現況地目とも畑、現況面積１９㎡。農地は 

第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請者は次の番号３とも関連しますが、申請地を駐車

場用地として利用しようとするものでございます。 

       番号２、地区 高野尾、申請者     、申請地 高野尾町下り町    

 番、台帳地目・現況地目とも畑、現況面積１９㎡。農地は第２種農地でござ 

います。 

       これにつきましては、申請者は次の番号３とも関連しますが、申請地を駐車

場用地として利用しようとするものでございます。 

       次、番号３、地区 高野尾、申請者     、申請地 高野尾町堀越   

  番２、台帳地目 田・現況地目 原野、現況面積 １６㎡、外３筆、合計 

面積２５８３．３㎡で田。農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地は周囲が山林で、天水の田であり、耕作が難し

かったということから、昭和５０年ごろに杉３００本、ヒノキ３００本、ケヤ

キ１５０本を植林し、現在に至っておりますことから、申請書とあわせ始末書

の提出がされているところでございます。 

       番号４、地区 村主、申請者     、申請地 安濃町連部    番、

台帳地目 畑、現況地目 宅地・現況面積 ５４２㎡。農地は第２種農地でご

ざいます。 

       これにつきましては、申請地を車庫、居宅及び事務所用地として利用しよう

とするものでございますが、３ページの報告第２号の番号６に関連もしており

ますが、今回、この相続登記でこの場所が農地であることがわかり、既に昭和

５１年から利用しており、始末書とともに申請書が提出されたものでございま

す。 

       以上、件数といたしましては４件、面積として３，５８１．３㎡、内訳とい

たしまして、田が２，５８３．３㎡、畑が９９８㎡でございます。 

       以上で、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意

見を伺います。よろしくお願いいたします。１番、安東。 

 

事務局    太田委員さんのほうから現地確認をさせていただいて、こちらのほうでご決

定をいただきますようにということで、事務局は連絡をいただいておりますの

で、朝、部会長にお伝えさせてもらったとおりでございます。よろしくお願い

をいたします。 

 

議  長   それから、２番、高野尾。２番、３番。 

 

赤塚委員   ５番 赤塚です。この２番の件につきましては、今まで自分のところだけ、

車をとめて駐車場がわりにしていましたけども、この際、駐車場の利用にする

ということで、よろしくお願いいたします。 

       ３番の件ですけれども、１２日に会長初め事務局の方に現地確認していただ

きまして、これは天水って、もう３０年ぐらい田をつくっていないということ

で、イノシシも出没するということで、えらいとこでございます。植林をした

わけでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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議  長   はい、わかりました。４番、村主。 

 

清水委員   ２３番 清水です。これ、去る１３日に現地確認、４人の委員で行ってきま

して、始末書も事務局の方の説明どおり、始末書も提出されておりますので、

何ら問題はないかと思います。もう昭和５１年ごろから現況のままで使用して

おりますので問題ないと思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第４号につ

いては、許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・所有権移転）。 

       事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １１ページをお願いします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 神戸、受人     、渡人     、申請地 神戸桐田

    番、台帳地目・現況地目とも田、現況面積 ６２２㎡のうち１０４．

８２㎡、外１筆、合計面積４９９．８２㎡で田。農地は第２種農地でございま

す。 

       これにつきましては、申請地の    番につきましては、次の番号２と関

連をしますが、申請地を菓子店舗用地及び駐車場用地として利用しようとする

ものでございます。 

       番号２、地区 神戸、受人     、渡人     、申請地 神戸桐田

    番、台帳地目・現況地目とも田、現況面積 ６２２㎡のうち４９９．

７６㎡。農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、申請地を玩具店舗用地及び駐車場用地として利用しよ

うとするものでございます。 

       以上、件数といたしましては２件、面積として９９９．５８㎡で田でござい

ます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       それでは、地元委員さん、神戸。 

 

眞弓委員   ４番 眞弓です。この現地に行きまして、私も見てきました。２件とも現在

荒れている状態になっており、開発の申請もされて地元との協議もされており

ますので、許可をお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 
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       地元委員さんからは、異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがで

ございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第５号につ

いては許可することに決定をいたします。 

       次に、議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・賃貸借権）。 

       事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

       番号１、地区 安東、借り人     、貸し人     、申請地 河辺

町門脇    番、台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 １３６㎡、外１筆、

合計面積 ３０２㎡で畑でございます。 

       これにつきましては、先ほどの１０ページの議案第４号の番号１及び次の１

３ページの議案第７号の番号１と関連しますが、申請地をコンビニエンススト

アの来客及び従業員駐車場用地として利用しようとするものでございます。 

       番号２、地区 豊津、借り人     、貸人     、 申請地 河芸

町影重浜新田    番、台帳地目・現況 

地目とも田、現況面積 １５５㎡、外１２筆、合計面積１，５６７㎡で、田が 

１，３２６㎡、畑が２４１㎡でございます。 

       これにつきましては、申請地を下水道工事事業の志登茂川浄化センター北系

水処理施設建設工事に伴う事務所及び資材置場用地として、平成２４年１２月

３１日まで、一時転用しようとするものでございます。 

       以上、件数といたしましては２件、面積として１，８６９㎡、内訳といたし

まして田が１，３２６㎡、畑が５４３㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。 

       事務局の説明が終わりました。地元委員さんの意見を伺います。 

       安東のほう、１１ページと一緒でございますので、２番。 

 

会  長   ちょっと、この    、安東で、事務局の判断、貸し駐車場としては、１

２ページの６号案件の借り人      やね、それで、さっきのやつ

も    。しかし、これはコンビニストアの駐車場で貸し駐車場ですね。 

 

議  長   はい、事務局。 

 

事 務 局   そうです。 

 

会  長   ちょっと先走ったこと言いますが、１３ページでは貸し手が  になってお

りますがどういうことでしょうか。 

 

事 務 局   部会長すみません。１３ページの場合は、説明がこの後になるので      
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すけれども、借り人は、この    との親子関係でございます。借り

人の    が、コンビニエンスストアを建設をすることによりまして、

この    が、今会長がおっしゃられました、先ほどの土地を借り 

て、    に貸して使います。駐車場は    、コンビニエンスス

トアは    ということで、親子ということでございますので、特に

問題はなかろうかと思い、判断しております。 

 

議  長   はい、わかりました。２番 豊津。 

 

阪委員    １３番 阪。先般、この今、事務局の説明のとおりで、現場へ会長・部会長

も事務局の方と自分立ち会い見てきたけど、特に問題がないと見まして、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   はい、わかりました。 

       地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第６号につ

いて許可することに決定いたします。 

       次に、議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農

業委員会許可・使用貸借）。 

       事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いします。 

        議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委

員会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 安東でございます。これ、先ほどのご質問の関係でございま

す。借り人     、貸し人     、申請地 長岡町宮之前    番、

台帳地目・現況地目とも畑、現況面積 ２９６㎡、外１筆、合計面積 ３１１

㎡で畑。農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、先ほどの１０ページの議案第４号の番号１及び１２ペ

ージの議案第６号の番号１と関連しておりますが、貸し人と借り人は親子関係

でございまして、この申請地にコンビニエンスストア１棟１９１．１㎡を建築

しようとするものでございます。 

       番号２、地区 大里、借り人     、貸し人     、申請地 大里

睦合町多為    番、台帳地目 畑・現況地目 宅地、現況面積 ５１㎡。

農地は第２種農地でございます。 

       これにつきましては、貸し人と借り人は親子関係でございまして、申請地に

分家住宅１棟２１㎡及び農業用倉庫を建築しようとするものでございますが、

既に昭和３５年から倉庫用地として利用しており、始末書の提出がされている

ところでございます。 

       以上、件数といたしまして２件、面積として３６２㎡畑でございます。 

       以上で、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 
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議  長   はい、ありがとうございました。これの担当は、前と一緒でよろしいですか。 

 

事 務 局   はい。 

 

会  長   これ、議案３つ出てきておりますけども、小字が違うっていうのは、どうい

う感じになってるのやろう。 

 

事務局    部会長すみません。ちょうど小字の境になっておりまして、その道路側のほ

うにつきましては、長岡町のほうになりまして、道路より西側が、もうちょう

ど境になっておりまして、そちらのほうが河辺町のほうになっております。ち

ょうど端境のところということになっております。 

 

議  長   それでは、２番、私のほうでございます。親子関係であって、何も問題なか

ろうと思います。よろしくお願いをいたします。 

       地元委員さんの異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでござい

ましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい、ありがとうございます。それでは、異議なしと認め、議案第７号につ

いては、許可することに決定をいたします。 

       続きまして、議案第８号、非農地証明願について、事務局の説明をお願いい

たします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いします。 

       議案第８号 非農地証明願についてでございます。 

       番号１、地区 一身田、願出者     、申請地 一身田大古曽出    

口    番、台帳地目 田・現況地目 宅地、現況面積 ２０５㎡でござい

ます。 

       これにつきましては、平成２年に居宅を建築し、現在に至っておりますこと

から、今回、非農地証明願が提出されたものでございます。 

       以上、件数といたしましては１件、面積として２０５㎡で田でございます。 

       以上で、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。それでは、一身田。 

 

青木委員   ６番 青木です。この間、現地見てきましたけど、平成２年に家を建てた 

ということで、問題ないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   はい。 

       続きまして、議案第９号 特定農地貸付承認申請について（農業委員会承認）。 

       事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   １５ページをお願いします。 

       特定農地貸付承認１申請について（農業委員会承認）でございます。 

       番号１、地区 高茶屋、対象農地 所在地     番、台帳地目・現況地

目とも畑、面積  ９９１㎡、所有者      、貸付主体・貸付

者       、貸付区画数 ２０区画、１区画当たりの面積 約１６．５

㎡、１区画当たりの貸付料は２万４，０００円でございます。 

       これにつきましては、特定農地貸付法によりまして、農業者以外の者が野菜

や花などを栽培して、自然に触れ合うとともに、農業に対する理解を深めるこ

となどを目的として、市民農園を開設しようとするものでございます。 

       以上、件数といたしましては１件、面積として９９１㎡で畑でございます。 

       以上で、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

議  長   はい。これも事務局で説明聞いてもらってますか。 

 

事 務 局   奥山委員さんのほうから、この案件につきましても、特に問題ないというこ 

      とです。 

 

議  長   この協議会は実績があるの。 

 

事 務 局   実績ございます。 

 

議  長   地元委員から意義のない意見が出ましたが、みなさんいかがでしょう。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。異議なしと認め、第９号議案については承認するこ

とに決定をいたします。 

       次に、別冊で別でお配りしました議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第

１８条の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題とします。 

       事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   議案第１０号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集

積計画の決定についてでございます。別冊の津市農用地利用集積計画をお願い

します。表紙を１枚めくっていただきたいと思います。 

       今月は、右下の合計欄に掲げてありますように、総合計で５８，９１４㎡の

集積がございました。内訳としましては、貸借関係のみでございます。 

       それでは、各地区別に、一番下の合計欄でご説明をいたします。 

       津地区につきましては、田の賃貸借が４，６２４㎡で、件数的には２件でご

ざいました。所有権移転はございませんでした。 

       河芸地区につきましては、田の使用貸借が６，０８５㎡で、件数的には１件

でございました。所有権移転はございませんでした。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借を合わせて１８，８２３㎡

で、畑の賃貸借と使用貸借を合わせて３，００６㎡で、件数的には８件でござ

いました。所有権移転はございませんでした。 

       芸濃地区につきましては、田の賃貸借が１０，５０７㎡で、件数的には３件

でございました。所有権移転はございませんでした。 
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       美里地区につきましては、田の賃貸借と使用貸借を合わせて１５，８６９㎡

で、件数的には８件でございました。所有権移転はございませんでした。 

       香良洲地区につきましては、集積はございませんでした。 

       以上で、合計で田の集積が賃貸借と使用貸借を合わせて５５，９０８㎡で、

畑の集積が賃貸借と使用貸借を合わせて３，００６㎡で、総合計面積が５８，

９１４㎡で２２件となっております。認定農業者への集積状況は７件で、２６，

４３０㎡となっており、先月に比べ、面積で約３２７％、件数では約３５０％

となっております。なお、内訳は、計画の概要のとおりでございます。よろし

くお願いします。 

       以上で説明を終わります。よろしくお願いをいたします。 
 

議  長   はい、ありがとうございます。 

       事務局の説明が終わりました。皆さんいかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   よろしいな。異議なしということでございます。それでは、農業経営基盤強

化促進法第１８条の規定による農業地利用集積の決定について、適正であると

認め、市長に進達することにいたします。 

       以上をもちまして、本部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたし

ました。 

 

                             午後１０時４０分 

 

上記は、第９回第１農地部会の議事を録したものである。 

  平成２３年９月２１日 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              

 

 


